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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年２月２１日 ０５時１２分ごろ 

発生場所 和歌山県すさみ町江須
え す

埼南西方沖 

 江須埼灯台から真方位２３５°３.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２７.９′ 東経１３５°３２.１′） 

事故の概要  セメント運搬船第八ゆたか丸は、西北西進中、また、引船翔
しょう

洋
よう

丸

は、台船（船名なし）をえい
．．

航して東南東進中、第八ゆたか丸と翔洋

丸とが衝突した。 

 第八ゆたか丸は、右舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、翔洋丸

は、左舷船首部防舷材に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 第八ゆたか丸、２,９４７トン 

   １４１８７５、豊鶴海運株式会社（Ａ社） 

   ９７.０３ｍ×１６.００ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,２０６kＷ、平成２５年１月 

Ｂ 引船 翔洋丸、３２０トン 

   １４３１７２、日興産業株式会社（船舶所有者、Ｂ社）、新興

海事有限会社（船舶借入人） 

   ４１.７０ｍ×９.５０ｍ×４.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成３０年１月 

Ｃ 台船 （船名なし）、総トン数なし 

   船舶登録なし、村上秀造船株式会社 

   ５０.００ｍ×１４.３０ｍ×３.１０ｍ、鋼、機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６０歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年３月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１１月２日 

    免状有効期間満了日 令和５年３月９日 

  航海士Ａ ５８歳 

   四級海技士（航海） 
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    免 許 年 月 日 平成８年２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年１１月２６日 

    免状有効期間満了日 令和８年２月１日 

Ｂ 船長Ｂ ４５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２２年３月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和１年１２月２５日 

    免状有効期間満了日 令和７年３月２９日 

  航海士Ｂ ２４歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成２６年１２月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年９月９日 

    免状有効期間満了日 令和７年９月８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部防舷材に擦過傷 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

 本事故発生場所の東方約２０.０km に位置する潮岬特別地域気象観

測所の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 降水量(mm) 
風向・風速(m/s) 

平均 風向 最大瞬間 風向 

03:50 0.0 5.4 西 8.4 西北西 

04:00 0.0 5.5 西 9.1 西北西 

04:10 0.0 6.1 西 8.8 西 

04:20 0.0 5.7 西 8.6 西 

04:30 0.0 5.4 西 8.4 西北西 

04:40 0.0 5.9 西 8.3 西 

04:50 0.0 5.5 西 8.2 西 

05:00 0.0 5.6 西 8.8 西 

05:10 0.0 5.4 西 8.1 西北西 

05:20 0.0 5.1 西 7.6 西 

海象：うねり 波向西、波高約２.０ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

日出時刻：０６時３４分ごろ 

 和歌山県すさみ町地区には、令和３年２月２０日０４時１２分に強

風注意報及び波浪注意報が発表されたが、同日２２時２６分に解除さ

れ、本事故発生時は警報及び注意報の発表はなく、２１日１０時０６

分強風注意報が発表された。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、空船で、令和３
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年２月２０日１５時３０分ごろ阪神港堺泉北区に向けて愛知県三河港

を出航した。 

 Ａ船は、２１日０４時００分ごろ、法定灯火を表示し、船長Ａが、

ＥＣＤＩＳ（電子海図情報表示装置）及び６.０Ｍレンジでコースア

ップ表示、３.０Ｍレンジでコースアップ表示としたレーダー２台を

それぞれ作動させて、操舵室中央部で操舵装置の前に立って手動操舵

により操船を行うとともに見張りに当たり、また、航海士Ａを見張り

に当て、約２６５°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０.０ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

航海士Ａは、０４時３０分ごろＣ船をえい
．．

航して反航するＢ船（以

下「Ｂ船引船列」という。）が東南東進していることを目視とレーダ

ーで認めた。 

 船長Ａは、０４時４０分ごろ江須埼南東方沖を西北西進中、Ｃ船を

えい
．．

航しているＢ船の左舷灯を左舷船首方に認め、距離を保って通過

するように見えたのでＢ船引船列と左舷対左舷で行き会うことができ

るものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 

 船長Ａは、０５時１０分ごろ、Ｂ船が左転を示す発光信号（２回短

音）を行ったように見えたので、Ｂ船引船列と右舷対右舷で行き会う

目的で、０５時１１分ごろ左舵一杯をとった。 

 船長Ａは、Ｂ船の船首が右舷船首方に接近してくるのが見えたの

で、警告信号を鳴らし始め、０５時１２分ごろ、右舷船尾部にＢ船の

右舷灯が見えたことから、衝突音や衝撃を感じなかったものの、航海

士Ａに衝突の有無の確認を指示した。 

 航海士Ａは、右舷ウイングで衝突の有無を確認し、Ｂ船がＡ船と離

れていたので、衝突していないことを船長Ａに報告した。 

 船長Ａは、１４時００分ごろ、阪神港堺泉北区に入航後、Ｂ船との

衝突の有無が気になり、船体を確認したところ、Ａ船の右舷船尾部外

板に擦過傷があることを知り、海上保安庁に本事故の発生を通報する

とともにＡ社等に連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか６人が乗り組み、無人で船体ブロ

ック約２００トンを積載したＣ船を約１,０００ｍのえい
．．

航索で繫い

でＢ船引船列を構成し、２月２０日０７時３０分ごろ静岡県静岡市清

水港清水第２区に向かって愛媛県今治市伯方港を出航した。 

Ｂ船は、２１日０４時００分ごろ、法定灯火を表示し、航海士Ｂ

が、ＧＰＳプロッター及び８.０Ｍレンジでコースアップ表示、６.０

Ｍレンジでコースアップ表示としたレーダー２台を作動させて、単独

で船橋当直に当たり、約１４０°の針路及び約９.０kn の速力で自動

操舵により航行した。 

 航海士Ｂは、０４時４０分ごろ江須埼西南西方沖を東南東進中、西

北西進するＡ船の舷灯のうち左舷灯のみを認め、Ａ船と左舷対左舷で
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行き会うことができるものと思い、そのままの針路速力で航行した。 

 航海士Ｂは、０５時００分ごろ、Ａ船の右舷灯及び左舷灯が見えた

ことから、Ａ船にＶＨＦ無線電話で、Ａ船と左舷対左舷で行き会うこ

とを確認したところ、Ａ船から応答がなかったものの、Ａ船の右舷灯

が見えなくなったので、Ａ船がＢ船引船列と左舷対左舷で行き会うこ

とを承諾したと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

 航海士Ｂは、０５時１１分ごろ、Ａ船の右舷灯がまた見えてきた

が、ほとんど真向かいで右舵をとれば左舷対左舷で行き会うことがで

きると思い、Ａ船に探照灯を照らし、舵を自動操舵から手動操舵に切

り替え、右舵をとった。 

 航海士Ｂは、０５時１２分ごろ、Ａ船の舷灯のうち右舷灯のみを至

近で認めたので、Ａ船が左転していることが分かり、衝突の危険を感

じて機関を後進にしたが、衝突音及び衝撃を感じなかったので衝突に

至らなかったと思い、航行を続けた。 

 航海士Ｂは、海上保安庁からＡ船と衝突した旨の問合せを船長Ｂが

受けてＡ船と衝突したことを知り、２２日清水港清水第２区に入航

後、船長Ｂと共に船体を確認したところ、Ｂ船の左舷船首部防舷材に

擦過傷を見つけた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 Ｃ船は、法定灯火のほか２秒間に１回点灯する白色閃光灯を装備し

た標識灯を四隅（右舷前部、左舷前部、右舷後部、左舷後部）に設置

していた。 

船長Ａ、航海士Ａは、Ｂ船からＶＨＦ無線電話での呼出しを受けた

覚えがなかった。 

航海士Ｂは、操船信号を行った記憶がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、江須埼南西方沖において西北西進中、船長Ａが、左舷船首

方に反航するＢ船の左舷灯を認め、間近となった際、Ｂ船引船列と左

舷対左舷で距離を保って行き会うことができるものと思い、同じ針

路、速力で航行を続けていたところ、Ｂ船引船列から左転を示す信号

が発せられたと思って左転したことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

船長Ａは、Ｃ船に設置された標識灯の閃光を、左転を示す信号が発

せられたと思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、江須埼南西方沖において東南東進中、航海士Ｂが、反航す

るＡ船の操船意図を前もって確認できていない中、左舷船首方に反航
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するＡ船の右舷灯を認め、間近となった際、Ａ船とほとんど真向かい

で右舵をとれば左舷対左舷で行き会うことができると思い、右転した

ことから、左転したＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が西北西進中、Ｂ船引船列が東南東進中、江

須埼南西方沖において、船長Ａが、左舷船首方に反航するＢ船の左舷

灯を認め、間近となった際、Ｂ船引船列から左転を示す発光信号が発

せられたと思って左転したため、また、航海士Ｂが、反航するＡ船の

操船意図を前もって確認できていない中、左舷船首方に反航するＡ船

の右舷灯を認め、間近となった際、右転したため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、他船が発する信号をよく確かめたうえで、その信

号に対応した適切な衝突回避措置を採ること。 

・船橋当直者は、他の船舶と行き会う状況で左舷灯を認め間近に迫

った場合、他の船舶の左舷側を、十分に余裕のある時期に、安全

な距離を保って通過することができるように針路を右に転じるな

ど衝突を回避するための措置を採ること。 

・船橋当直者は、他の船舶の動静に不安を感じた場合は、警告信号

を発したり、ＶＨＦによる交信を行ったりして互いの操船意図を

共有すること。 

・船橋当直者は、夜間は目視のみに頼らず、常に最善の状態とした

レーダーを活用し、常時、適切な見張りを行うこと。 

・船橋当直者は、他の船舶と衝突のおそれがある場合は、他の船舶

の動静を他の船橋当直者と共有すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻      

（時：分：秒）                                                                                                                        

船 位※ 
対地針路※    

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

(kn) 
北 緯        

（°－′－″） 

東 経         

（°－′－″） 

04:01:04 33-24-51.0 135-45-43.4 269.3 266 9.4 

04:05:03 33-24-52.1 135-44-57.0 279.3 281 10.0 

04:10:02 33-25-03.3 135-43-58.7 283.9 280 10.0 

04:15:02 33-25-15.4 135-43-01.9 274.1 274 9.7 

04:20:03 33-25-21.7 135-42-01.2 276.1 277 10.2 

04:25:03 33-25-28.8 135-41-02.4 276.8 279 10.2 

04:30:03 33-25-37.8 135-40-03.8 281.2 282 10.2 

04:35:02 33-25-48.4 135-39-05.0 281.9 283 9.8 

04:40:02 33-25-59.2 135-38-07.4 285.6 285 10.0 

04:45:02 33-26-14.2 135-37-11.2 283.9 285 9.9 

04:50:03 33-26-27.5 135-36-13.7 290.5 286 10.0 

04:55:02 33-26-46.9 135-35-18.0 289.0 286 10.2 

05:00:02 33-27-00.5 135-34-17.9 282.7 287 10.5 

05:05:03 33-27-20.9 135-33-22.7 301.3 302 9.9 

05:10:02 33-27-47.9 135-32-32.4 305.6 303 10.2 

05:10:12 33-27-48.8 135-32-30.7 301.6 303 10.2 

05:10:23 33-27-50.0 135-32-28.7 306.7 304 10.3 

05:10:32 33-27-50.9 135-32-27.2 307.4 305 10.3 

05:10:43 33-27-51.8 135-32-25.2 301.4 308 10.4 

05:10:53 33-27-52.9 135-32-23.5 306.9 308 10.3 

05:11:02 33-27-53.9 135-32-22.1 309.6 304 10.2 

05:11:30 33-27-56.3 135-32-17.7 297.6 275 9.7 

05:12:02 33-27-56.8 135-32-12.2 261.6 221 7.5 

05:12:32 33-27-54.7 135-32-09.6 214.4 174 5.7 

05:13:02 33-27-52.3 135-32-09.7 162.8 148 4.9 

05:13:32 33-27-49.9 135-32-11.5 150.1 161 6.4 

05:14:02 33-27-46.5 135-32-13.3 160.8 175 7.3 

05:15:00 33-27-38.6 135-32-13.5 190.9 211 8.5 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナ位置情報は、船

首から７４ｍ、船尾から２３ｍ、左舷から５ｍ、右舷から１１ｍであった。また、船首方位及び

対地針路は、真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻        

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

(kn) 
北 緯     

（°－′－″） 

東 経      

（°－′－″） 

04:01:08 33-32-42.3 135-21-43.5 135 140 9.0 

04:05:10 33-32-13.2 135-22-12.2 145 140 10.1 

04:10:10 33-31-42.3 135-22-53.7 120 123 9.3 

04:15:09 33-31-16.9 135-23-40.0 124 118 8.4 

04:20:28 33-30-55.2 135-24-28.3 131 115 8.7 

04:25:09 33-30-38.5 135-25-11.4 127 113 8.3 

04:30:09 33-30-20.8 135-25-57.1 128 112 8.5 

04:30:19 33-30-20.3 135-25-58.5 109 113 8.2 

04:35:19 33-30-02.4 135-26-43.1 122 113 8.3 

04:40:00 33-29-46.3 135-27-24.0 101 113 8.2 

04:45:09 33-29-28.7 135-28-09.8 123 111 7.7 

04:50:09 33-29-11.9 135-28-54.4 111 111 8.2 

04:55:09 33-28-54.6 135-29-39.8 105 110 8.2 

05:00:09 33-28-37.4 135-30-24.4 122 112 8.2 

05:05:00 33-28-21.1 135-31-07.4 125 110 8.4 

05:10:00 33-28-04.9 135-31-52.6 108 114 8.2 

05:11:00 33-28-01.0 135-32-01.4 125 120 8.0 

05:11:30 33-27-58.7 135-32-05.6 124 124 8.5 

05:12:00 33-27-56.7 135-32-09.3 130 124 4.4 

05:12:30 33-27-56.9 135-32-09.2 237 134 1.5 

05:13:00 33-27-56.5 135-32-09.6 132 139 2.3 

05:13:30 33-27-55.2 135-32-10.9 176 135 5.4 

05:14:00 33-27-53.8 135-32-12.7 112 124 4.4 

05:14:30 33-27-52.4 135-32-15.1 151 123 6.2 

05:15:00 33-27-51.0 135-32-17.5 117 129 5.7 

05:15:30 33-27-49.2 135-32-20.0 100 124 6.1 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナ位置情報は、船

首から１６ｍ、船尾から２６ｍ、左舷から４ｍ、右舷から５ｍであった。また、船首方位及び対

地針路は、真方位である。 


